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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載バッテリから給電された電源電圧を入力電圧として作動し、所定の中間電圧を降圧
生成するためのスイッチング電源を構成する開閉素子と、この開閉素子の後段に直列接続
されて第一の安定化電圧又は第二の安定化電圧を生成する連続制御形の第一の定電圧制御
電源又は第二の定電圧制御電源と、当該第一の定電圧制御電源又は第二の定電圧制御電源
から給電され、少なくともマイクロプロセッサとプログラムメモリとＲＡＭメモリとを有
する主制御回路部又は当該主制御回路部と協働する補助制御回路部とを包含した制御回路
部とを備えた車載電子制御装置であって、
前記開閉素子と前記第一の定電圧制御電源又は第二の定電圧制御電源との間には、誘導性
素子である下流側コイルが直列接続され、当該下流側コイルの上流側には転流ダイオード
がグランド回路との間に接続されると共に、下流側には出力コンデンサがグランド回路と
の間に接続されており、
前記下流側コイルのインダクタンスと前記開閉素子から給電される電気負荷の負荷抵抗と
の比率である誘導特定数の値は、前記開閉素子を開閉制御する開閉周期よりも大きな値の
ものが使用され、前記開閉素子はＰチャンネル型又はＮチャンネル型の電界効果トランジ
スタであって、該電界効果トランジスタのゲート回路には、逆導通抑制回路が接続される
と共に、前記逆導通抑制回路は、前記開閉素子の上流側電位が下流側電位以下になったこ
とを検出して当該開閉素子のゲート駆動回路を遮断するか、又は，前記開閉素子と直列接
続された電流検出抵抗の両端電圧が当該開閉素子の逆導通による逆方向電圧を検出したこ
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とによって前記開閉素子のゲート駆動回路を遮断し、
前記中間電圧が所定値未満に低下したときに少なくとも前記マイクロプロセッサを初期化
するためのリセット回路を備え、
前記電源電圧が一時的に異常低下したときに、前記逆導通抑制回路によって前記出力コン
デンサの充電電荷が前記開閉素子の逆導通によって上流電源側に逆流してアンダーシュー
トが発生するのを抑制して、前記出力コンデンサのアンダーシュートによって、前記リセ
ット回路が前記マイクロプロセッサの初期化を行うのを防止することを特徴とする車載電
子制御装置。        
【請求項２】
　前記開閉素子と前記車載バッテリとの間には誘導性素子である上流側コイルが直列接続
されると共に、該上流側コイルの下流側には電源コンデンサがグランド回路との間に接続
され、前記上流側コイルのインダクタンスは前記下流側コイルのインダクタンスよりも小
さな値であって、前記電源コンデンサの静電容量は、前記出力コンデンサの静電容量より
も大きな値であり、前記リセット回路は、前記車載バッテリから給電された電源電圧又は
前記電源コンデンサの両端電圧である実働電源電圧が、所定の判定閾値電圧未満となった
ときは、前記マイクロプロセッサに対するリセット信号を発生し、前記判定閾値電圧は、
前記第一の定電圧制御電源又は第二の定電圧制御電源が発生する前記第一の安定化電圧又
は第二の安定化電圧の中の、どちらか高い方の安定化電圧よりも低い電圧に設定されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の車載電子制御装置。
【請求項３】
　前記リセット回路は、前記中間電圧が第一の判定閾値電圧未満であるときには、前記マ
イクロプロセッサを初期化するためのリセット信号を発生し、前記中間電圧が前記第一の
判定閾値電圧以上となって前記リセット信号が解除された後は、前記第一の判定閾値電圧
よりは小さな値である第二の判定閾値電圧未満に低下したことによってリセット信号を発
生する、ヒステリシス特性を有していることを特徴とする請求項２に記載の車載電子制御
装置。                   
【請求項４】
　前記リセット回路における第一の判定閾値電圧と第二の判定閾値電圧との間の差分電圧
の値は、前記上流側コイルによって発生する電源電圧のアンダーシュートによる減少偏差
電圧以上の値に設定されていることを特徴とする請求項３に記載の車載電子制御装置。
【請求項５】
　前記リセット回路は、前記中間電圧が第一の判定閾値電圧未満であるときには、前記マ
イクロプロセッサを初期化するためのリセット信号を発生し、前記中間電圧が前記第一の
判定閾値電圧以上となって前記リセット信号が解除された後は、前記第一の判定閾値電圧
よりは小さな値である第二の判定閾値電圧未満に低下したことによってリセット信号を発
生する、ヒステリシス特性を有していることを特徴とする請求項１に記載の車載電子制御
装置。
【請求項６】
　前記開閉素子と前記車載バッテリとの間には誘導性素子である上流側コイルが直列接続
されると共に、該上流側コイルの下流側には電源コンデンサがグランド回路との間に接続
され、
前記リセット回路における第一の判定閾値電圧と第二の判定閾値電圧との間の差分電圧の
値は、前記上流側コイルによって発生する電源電圧のアンダーシュートによる減少偏差電
圧以上の値に設定されていることを特徴とする請求項５に記載の車載電子制御装置。
【請求項７】
　前記開閉素子の下流位置には、前記補助制御回路部に給電する前記第一の定電圧制御電
源と、前記主制御回路部に給電する前記第二の定電圧制御電源とが接続され、前記第一の
定電圧制御電源が発生する前記第一の安定化電圧は、前記第二の定電圧制御電源が発生す
る前記第二の安定化電圧よりも大きな値であって、前記電源電圧又は実働電源電圧が異常
低下したときに、前記リセット回路が前記マイクロプロセッサに対するリセット信号を発
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生する前記判定閾値電圧と、前記中間電圧が異常低下したときに、前記リセット回路が前
記マイクロプロセッサに対するリセット信号を発生する前記第一の判定閾値電圧とは、い
ずれも前記第一の安定化電圧よりは小さく、前記第二の安定化電圧よりも大きな中間値と
なっていることを特徴とする請求項２、請求項３、請求項５のいずれか１項に記載の車載
電子制御装置。   
【請求項８】
　前記開閉素子は、前記中間電圧に比例した検出電圧と所定の比較基準電圧との偏差積分
値に応動した通電デューティで当該開閉素子の開閉制御を行なう負帰還通電率制御回路を
備え、前記負帰還通電率制御回路を構成する後段比較器と、当該後段比較器に対する入力
信号回路となる比較回路、偏差積分回路、およびパルス幅変調制御回路は、前記第一の安
定化電圧を電源電圧として動作するのに対し、前記リセット回路で使用される判定閾値電
圧と、前記第一の判定閾値電圧及び前記比較回路に入力される比較基準電圧は、前記電源
電圧又は実働電源電圧から給電される基準電圧生成回路によって生成されていることを特
徴とする請求項７に記載の車載電子制御装置。              
【請求項９】
　前記逆導通抑制回路は、前記車載バッテリから給電された電源電圧、又は前記電源コン
デンサの両端電圧である実働電源電圧に比例した第一の電圧と、前記出力コンデンサの両
端電圧である中間電圧に比例した第二の電圧とを比較して、前記開閉素子の上流側電位が
下流側電位以下になったことを検出して前記開閉素子のゲート駆動回路を遮断することを
特徴とする請求項１又は請求項２に記載の車載電子制御装置。                     
【請求項１０】
　前記逆導通抑制回路は、前記開閉素子と直列接続された電流検出抵抗の両端電圧が、当
該開閉素子の逆導通による逆方向電圧を検出したことによって前記開閉素子のゲート駆動
回路を遮断し、前記電流検出抵抗は、正常動作中の前記開閉素子に対する過電流遮断制御
用に使用されることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の車載電子制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばエンジン制御装置、或いは変速機制御装置などの車載電子制御装置
であって、特には車載バッテリから給電された電源電圧を降圧して中間電圧を得るスイッ
チング電源と、このスイッチング電源から給電される線形制御型の定電圧制御電源を介し
て、マイクロプロセッサを含む制御回路部に対して低消費電力・高精度な安定化電圧を供
給する電源制御回路部を備えた車載電子制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　開閉素子の通電デューティを制御して所定の安定化電圧を得るスイッチング電源（或い
はスイッチング・レギュレータ、チョッパ・レギュレータとも呼称される）は低消費電力
で大電力の安定化電圧が得られるが、開閉素子の開閉動作に伴う出力電圧のリップル変動
が発生するので、開閉素子に対して直列接続された第二の開閉素子の導通状態を連続制御
して、更に高精度な安定化電圧を得る連続制御電源（リニア制御電源、ドロッパー電源、
シリーズレギュレータなどと呼称される）を従属接続することが広く実用されている。
この場合、連続制御電源の入力電圧（スイッチング電源の出力電圧）が安定していると入
出力の電圧差が少なくなって消費電力が抑制されることになるが、入力電圧が脈動してい
ると入出力電圧差が大きくなって十分な消費電力の抑制が行えなくなる問題がある。
スイッチング電源の出力電圧の脈動成分を低減するためには、直列接続されたチョークコ
イルのインダクタンスと出力コンデンサの静電容量を大きくし、開閉素子を高速周期で開
閉すればよいが、この場合にはチョークコイルや出力コンデンサが大型化し、開閉素子の
スイッチングロスによる発熱が増大する問題点がある。
また、開閉素子が導通駆動されているときの開閉素子の電圧降下が大きいと、開閉素子の
発熱が増大するだけでなく、車載バッテリの電源電圧が低下しているときに目標とする出



(4) JP 5368508 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

力電圧が得られず、最低保証電圧が上昇悪化する問題点がある。
【０００３】
　例えば、下記の特許文献１によれば、互いに従属接続されたスイッチング電源（チョッ
パ・レギュレータ）と連続制御電源（シリーズ・レギュレータ）としてＮＰＮ型の接合ト
ランジスタが使用されていて、各トランジスタのベース電流はスイッチング電源に給電す
る外部電源から供給されるようになっている。従って、前段トランジスタのベース電圧は
コレクタ電圧以下に制限されているので、前段トランジスタが導通駆動されているときの
コレクタ・エミッタ端子間の電圧降下が大きくなり、前段トランジスタの発熱が増大する
だけでなく、電源電圧が低下しているときに目標とする出力電圧が得られず、最低保証電
圧が上昇悪化する問題点がある。
【０００４】
　また、下記の特許文献２によれば、互いに従属接続されたスイッチング電源（１次電源
レギュレータ）と連続制御電源（２次電源レギュレータ）のうち、前段側のスイッチング
電源にはＰチャンネル型の電界効果トランジスタが使用されている。この場合、前段トラ
ンジスタが完全導通しているときのソース・ドレーン端子間の電圧降下は小さくなるが、
Ｐチャンネル型トランジスタの場合には電源電圧が負荷側電圧以下に低下すると、トラン
ジスタの逆導通状態が発生し、出力コンデンサの充電電圧にアンダーシュートが発生する
問題点がある。
これを防止するために特許文献２の場合には、逆流防止用のダイオードがトランジスタの
ソース端子に直列接続されているので、前段トランジスタが導通駆動されているときのソ
ース・ドレーン端子間の電圧降下が小さくても、逆流防止用のダイオードによる電圧降下
を含めた電圧降下は大きくなり、ダイオードを含めた前段トランジスタの発熱が増大する
だけでなく、電源電圧が低下しているときに目標とする出力電圧が得られず、最低保証電
圧が上昇悪化する問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０７－０９５７６５号公報（図１、要約）
【特許文献２】特開２００３－３１６４８２号公報（図１、要約）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記特許文献１による直流安定化電源装置によれば、開閉素子の逆導通は発生しても高
抵抗であって問題はないが、開閉素子の順方向電圧降下が大きくて、発熱と最低保証電圧
の上昇悪化の問題がある。
　また、前記特許文献２による電源回路によれば、開閉素子の逆導通は発生し得るが、逆
流防止用のダイオードによって逆導通が防止されていて、当該ダイオードを含む開閉素子
の順方向電圧降下が大きくて、発熱と最低保証電圧の上昇悪化の問題がある。
　なお、電源電圧が異常低下したときに開閉素子に逆導通が発生すると、開閉素子の出力
コンデンサの充電電荷がチョークコイルを通じて上流電源側へ放電し、両側電圧が一致し
てもチョークコイルに流れている電流は急には減衰せず、漸次は放電が持続することによ
って上流電源側の電圧よりは下流側の出力コンデンサの両端電圧が低くなるアンダーシュ
ートが発生する。その結果、電源電圧は最低保証電圧以上であるにも関わらず、実際に得
られた電圧が更に低い電圧となって、定電圧制御電源から駆動されるマイクロプロセッサ
が誤動作する問題がある。
【０００７】
　この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、開閉素子の順方向
電圧降下を低減すると共に、電源電圧が異常低下したときのアンダーシュートを抑制し、
広範囲な電源電圧の変動に対して安定化した出力電圧を生成する低消費電力の定電圧制御
装置を備えた車載電子制御装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る車載電子制御装置は、車載バッテリから給電された電源電圧を入力電圧
として作動し、所定の中間電圧を降圧生成するためのスイッチング電源を構成する開閉素
子と、この開閉素子の後段に直列接続されて第一の安定化電圧又は第二の安定化電圧を生
成する連続制御形の第一の定電圧制御電源又は第二の定電圧制御電源と、当該第一の定電
圧制御電源又は第二の定電圧制御電源から給電され、少なくともマイクロプロセッサとプ
ログラムメモリとＲＡＭメモリとを有する主制御回路部、又は当該主制御回路部と協働す
る補助制御回路部とを包含した制御回路部とを備えた車載電子制御装置であって、前記開
閉素子と前記第一の定電圧制御電源又は第二の定電圧制御電源との間には、誘導性素子で
ある下流側コイルが直列接続され、当該下流側コイルの上流側には転流ダイオードがグラ
ンド回路との間に接続されると共に、下流側には出力コンデンサがグランド回路との間に
接続されており、前記下流側コイルのインダクタンスと前記開閉素子から給電される電気
負荷の負荷抵抗との比率である誘導特定数の値は、前記開閉素子を開閉制御する開閉周期
よりも大きな値のものが使用され、前記開閉素子はＰチャンネル型又はＮチャンネル型の
電界効果トランジスタであって、該電界効果トランジスタのゲート回路には逆導通抑制回
路が接続されると共に、前記逆導通抑制回路は、前記開閉素子の上流側電位が下流側電位
以下になったことを検出して当該開閉素子のゲート駆動回路を遮断するか、又は、前記開
閉素子と直列接続された電流検出抵抗の両端電圧が当該開閉素子の逆導通による逆方向電
圧を検出したことによって前記開閉素子のゲート駆動回路を遮断し、前記中間電圧が所定
値未満に低下したときに少なくとも前記マイクロプロセッサを初期化するためのリセット
回路を備え、前記電源電圧が一時的に異常低下したときに、前記逆導通抑制回路によって
前記出力コンデンサの充電電荷が前記開閉素子の逆導通によって上流電源側に逆流してア
ンダーシュートが発生するのを抑制して、アンダーシュートによって前記リセット回路が
前記マイクロプロセッサの初期化を行うのを防止するようにしたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明の車載電子制御装置によれば、開閉素子の出力回路に設けられた下流側コイル
のインダクタンスを大きくして、下流側コイルから充電される出力コンデンサの脈動電圧
を抑制することができる一方で、下流側コイルのインダクタンスを大きくしたことに伴っ
て、車載バッテリの電源電圧が一時的に異常低下したときに発生する出力コンデンサの充
電電圧のアンダーシュートを抑制し、みだりにマイクロプロセッサが初期化されるのを防
止しながら、脈動電圧の小さな中間電圧が得られ、第一又は第二の定電圧制御電源を介し
て低消費電力で、高精度な安定化電圧を得ることができる効果がある。
【００１０】
　また、中間電圧を得るための開閉素子が閉路駆動されているときの、電圧降下が小さく
なって、電源電圧の最小保証電圧をより低く設定することができる効果がある。
【００１１】
　上述した、またその他の、この発明の目的、特徴、効果は、以下の実施の形態における
詳細な説明および図面の記載からより明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施の形態１における車載電子制御装置の全体回路ブロック図である
。
【図２】図１におけるリセット回路の詳細回路図である。
【図３】この発明の実施の形態１の全体動作説明用のタイムチャートである。
【図４】この発明の実施の形態１における異常電圧低下時のタイムチャートである。
【図５】この発明の実施の形態２における車載電子制御装置の部分回路ブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
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【００１３】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して詳述する。なお、各図中、同一
または相対応する部分には同一符号をつけ、その説明を省略するものとする。
【００１４】
実施の形態１．
　（１）構成の説明
　図１は、この発明の実施の形態１における車載電子制御装置の全体回路ブロック図であ
る。図１において、密閉筐体内に収納されている車載電子制御装置10Aは、負端子がグラ
ンド回路GNDとなる車体に接続された車載バッテリ11から、図示しない電源リレーの出力
接点12を介して電源電圧Ｖbとなる電源が供給され、図示しない接続コネクタを介して外
部接続された車載センサ群13の動作状態と、後述のプログラムメモリ52に格納された制御
プログラムの内容に応動して、図示しない接続コネクタを介して外部接続された車載電気
負荷群14を駆動制御するようになっている。
車載電子制御装置10Aの内部にあって、スイッチング電源を構成する開閉素子20Aは車載バ
ッテリ11と第一の定電圧制御電源30、第二の定電圧制御電源40との間に直列接続されてい
て、開閉素子20Aの上流側と下流側にはそれぞれ誘導性素子としてのチョークコイルであ
る上流側コイル21b、下流側コイル21aが直列接続され、上流側コイル21bと下流側コイル2
1aの各下流端には、電源コンデンサ22bと出力コンデンサ22aとがグランド回路GNDとの間
に接続されている。
【００１５】
　なお、電源コンデンサ22bの両端電圧は、開閉素子20Aに対する実働電源電圧Ｖbbとなり
、出力コンデンサ22aの両端電圧は中間電圧Ｖaとなるものであって、互いに直列接続され
た分圧抵抗23a、24aは中間電圧Ｖaを分圧して第二の電圧Ｖ2を生成し、互いに直列接続さ
れた分圧抵抗23b、24bは電源電圧Ｖb（又は実働電源電圧Ｖbb）を分圧して第一の電圧Ｖ1
を生成するようになっている。また、開閉素子20Aと下流側コイル21aとの接続点とグラン
ド回路GNDとの間には転流ダイオード25が接続されていて、開閉素子20Aが閉路されていた
ときに下流側コイル21aから出力コンデンサ22aや、第一の定電圧制御電源30、第二の定電
圧制御電源40に給電されていたコイル電流は、開閉素子20Aが開路されたことによって転
流ダイオード25に転流して、下流側コイル21aに蓄積されていた電磁エネルギーが放出さ
れるようになっている。Ｐチャンネル型の電界効果トランジスタである開閉素子20Aのソ
ース端子とゲート端子間には電圧制限ダイオード26Aが接続され、ゲート端子とグランド
回路GNDとの間には、駆動抵抗27Aと駆動トランジスタ28との直列回路が接続されている。
また、駆動トランジスタ28はベース抵抗29を介して後述の後段比較器60の出力端子に接続
されている。
【００１６】
　開閉素子20Aから安定化された中間電圧Ｖaが供給される第一の定電圧制御電源30は
、図示しない負帰還制御回路を内蔵していて、出力電圧が例えばＤＣ５Ｖである第一の安
定化電圧Ｖccとなるように導通状態が連続制御され、負荷側コンデンサ31が接続されてい
る。開閉素子20Aから安定化された中間電圧Ｖaが供給される第二の定電圧制御電源40も同
様であり、図示しない負帰還制御回路を内蔵していて、出力電圧が例えばＤＣ３.３Ｖで
ある第二の安定化電圧Ｖddとなるように導通状態が連続制御され、負荷側コンデンサ41が
接続されている。
制御回路部50はマイクロプロセッサ51とプログラムメモリ52とＲＡＭメモリ53を有する主
制御回路部54と、この主制御回路部54と協働する論理回路又は図示しないサブＣＰＵであ
る補助制御回路部55を包含し、主制御回路部54には第二の安定化電圧Ｖddが供給され、補
助制御回路部55には第一の安定化電圧Ｖccが供給されるようになっている。
【００１７】
　負帰還通電率制御回路を構成する後段比較器60の正側入力端子には、所定の周期で鋸歯
状波信号パルスを発生して、後述の偏差積分値と比較されるパルス幅変調制御回路61の出
力電圧が印加されている。前段側の比較回路62の正側入力端子には、分圧抵抗23a、24aに
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よって分圧された中間電圧Ｖaに比例した第二の電圧Ｖ2が入力され、負側入力端子には、
基準電圧生成回路63によって生成された所定の比較基準電圧Ｖs0が入力されている。偏差
積分回路64は第二の電圧Ｖ2が比較基準電圧Ｖs0以上であれば漸次出力電圧が増大し、第
二の電圧Ｖ2が比較基準電圧Ｖs0以下であれば漸次出力電圧が減少するようになっている
が、実際には第二の基準電圧Ｖ2と比較基準電圧Ｖs0との偏差成分に比例した出力も加算
されて比例積分帰還信号電圧を生成するようになっている。
後段比較器60はパルス幅変調制御回路61の出力電圧である鋸歯状波信号パルスの電圧が偏
差積分回路64の出力電圧以上となった時間帯において出力電圧レベルが「Ｈ」となり、ベ
ース抵抗29、駆動トランジスタ28、駆動抵抗27Aを介して開閉素子20Aを閉路駆動するよう
になっている。
【００１８】
　逆導通抑制回路70Aを構成する電圧比較器71の正入力端子には、中間電圧Ｖaを分圧して
得られる第二の電圧Ｖ2が印加され、負入力端子には電源電圧Ｖb（又は実働電源電圧Ｖbb
でもよい）を分圧して得られる第一の電圧Ｖ1が印加され、電圧比較器71の出力端子はベ
ース抵抗73を介して遮断トランジスタ72を導通駆動するようになっている。
ＮＰＮ型接合トランジスタである遮断トランジスタ72のコレクタ端子とエミッタ端子とは
、駆動トランジスタ28のベース端子とエミッタ端子との間に接続されている。
なお、開閉素子20Aのソース端子とドレーン端子の電位（グランド回路GNDからの電圧）が
等しくなったときには、第一の電圧Ｖ１、第二の電圧Ｖ２が等しくなる関係に分圧抵抗23
a、24aと、23b、24bの抵抗配分が設定されている。
【００１９】
　従って、第二の電圧Ｖ2が第一の電圧Ｖ1よりも大きくなる異常状態が発生すると、電圧
比較器71の出力論理レベルが「Ｈ」となり、遮断トランジスタ72が導通することによって
駆動トランジスタ28が不導通となり、開閉素子20Aも不導通状態となる。ただし、Ｐチャ
ンネル型の電界効果トランジスタである開閉素子20Aのソース端子とドレーン端子との間
には、寄生ダイオード回路20aが並列接続された状態となっていて、ドレーン端子からソ
ース端子へ逆流する電流を完全に遮断することはできない状態となっている。
【００２０】
　マイクロプロセッサ51に対するリセット回路80は、図２において後述するとおりである
。補助制御電源90は実働電源電圧Ｖbb（又は電源電圧Ｖbであってもよい）から給電され
て、例えばＤＣ５Ｖの小電力の補助安定化電圧Ｖeeを生成し、電圧比較器71や図２におけ
る前段比較器82b、終段電圧異常検出回路87の電源として使用されるようになっている。
なお、図１において、後段比較器60と比較回路62を含む負帰還通電率制御回路全体の電源
は第一の安定化電圧Ｖccが使用されているが、第一の安定化電圧Ｖccが所定の目標電圧に
到達する前の状態で負帰還通電率制御回路が不作動であるときには、補助制御電源90の出
力によって開閉素子20Aは閉路駆動されるようになっている。
【００２１】
　次に、図１におけるリセット回路80の詳細回路図である図２について説明する。
図２において、リセット回路80を構成するフリップフロップ回路81はセット入力端子Ｓと
リセット入力端子Ｒを備え、どちらか一方に論理レベル「Ｈ」の信号電圧が印加されると
、その出力論理レベルは「Ｈ」となり、他方に論理レベル「Ｈ」の信号電圧が印加される
までは、たとえ当該入力信号電圧の論理レベルが「Ｌ」に変化しても出力論理レベルは「
Ｈ」を維持するようになっていて、セット入力信号Ｓに対する出力信号は、制御回路部50
内のマイクロプロセッサ51に対するリセット信号ＲＳＴとして使用されている。
【００２２】
　なお、フリップフロップ回路81のセット入力端子Ｓとリセット入力端子Ｒの両方の論理
レベルが「Ｈ」になると、リセット入力端子Ｒの方が優先されるようになっている。
また、マイクロプロセッサ51はリセット信号ＲＳＴの論理レベルが「Ｌ」であるときにリ
セット処理が行われ初期化されるようになっている。従って、フリップフロップ回路81が
リセットされるとマイクロプロセッサ51のリセットが行われるようになっている。
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後段比較器82aの正入力端子は、入力抵抗83を介して分圧抵抗23aa、24aaの直列接続点に
接続されているとともに、正帰還抵抗84を介して後段比較器82aの出力端子に接続されて
いて、分圧抵抗23aa、24aaは互いに直列接続されて中間電圧Ｖaが印加されている。後段
比較器82aの負入力端子には、基準電圧生成回路63によって生成された基準電圧Ｖs0が印
加され、後段比較器82aの出力端子は、フリップフロップ回路81のセット入力端子Ｓに接
続されるとともに、論理積否定出力素子85の一方の入力端子に接続されている。前段比較
器82bの正入力端子は、分圧抵抗23bb、24bbの直列接続点に接続されていて、分圧抵抗23b
b、24bbは互いに直列接続されて実働電源電圧Ｖbb（又は電源電圧Ｖbであってもよい）が
印加されている。
【００２３】
　前段比較器82bの負入力端子には、基準電圧生成回路63によって生成された基準電圧Ｖs
0が印加され、前段比較器82bの出力端子は、論理積否定出力素子85の他方の入力端子に接
続されている。論理積否定出力素子85の出力端子は、遅延回路88を介してフリップフロッ
プ回路81のリセット入力端子Ｒに接続されているとともに、異常電圧低下に関する通報信
号NMIとしてマイクロプロセッサ51に送信され、マイクロプロセッサ51はリセット信号RST
によって初期化される前に緊急退避処理を行うようになっている。
【００２４】
　前段比較器82bの出力信号である前段比較信号COMPbは、実働電源電圧Ｖbb（又は電源電
圧Ｖb）が判定閾値電圧Ｖsb（例えばＤＣ４．５Ｖ）未満であると論理レベル「Ｌ」とな
り、後段比較器82aの出力信号である後段比較信号COMPaは中間電圧Ｖaが第一の判定閾値
電圧Ｖsa（例えばＤＣ４．５Ｖ未満）であると論理レベル「Ｌ」となり、比較信号COMPa
、COMPbのいずれか一方の論理レベルが「Ｌ」になるとフリップフロップ回路81がリセッ
トされ、セット出力の論理レベルが「Ｌ」となることによってマイクロプロセッサ51のリ
セット処理が行われるようになっている。
【００２５】
　後段比較器82aの出力信号である後段比較信号COMPaは、中間電圧Ｖaが第一の判定閾値
電圧Ｖsa（例えばＤＣ４．５Ｖ）以上になると論理レベル「Ｈ」となり、フリップフロッ
プ回路81がセットされ、セット出力の論理レベルが「Ｈ」となることによってマイクロプ
ロセッサ51のリセットが解除されるようになっている。後段比較信号COMPaの論理レベル
が一旦「Ｈ」になると、正帰還抵抗84によって正入力端子に対する加算電圧が発生するこ
とによって、例えば中間電圧Ｖaが第二の判定閾値電圧Ｖsaa＝Ｖsa－ΔＶsa（例えば4.5
－0.5＝4.0Ｖ）未満になることによって、後段比較信号COMPaの論理レベルが「Ｌ」に復
帰するようになっている。なお、上記の判定閾値電圧Ｖsb、第一の判定閾値電圧Ｖsa、第
二の判定閾値電圧Ｖsaaの値は、第一の安定化電圧Ｖcc（例えばＤＣ５Ｖ）と第二の安定
化電圧Ｖdd（例えばＤＣ3.3Ｖ）との中間域の値を選択するのが適当である。
【００２６】
　フリップフロップ回路81のセット出力回路に接続されたプルダウン抵抗86は、第一の安
定化電圧Ｖccが確立してフリップフロップ回路81が動作を開始するまでは、リセット信号
RSTを論理レベル「Ｌ」にしてマイクロプロセッサ51に対するリセット信号を有効にして
おくものである。終段電圧異常検出回路87は、第一の安定化電圧Ｖccが例えばＤＣ4.5Ｖ
以下であるか、第二の安定化電圧Ｖddが例えばＤＣ3.0Ｖ以下であるときに、タイマ回路8
8を介してフリップフロップ回路81のリセット入力端子Ｒに対して論理レベル「Ｈ」の信
号を供給するとともに、異常電圧低下に関する通報信号MNIとしてマイクロプロセッサ51
に送信され、マイクロプロセッサ51はリセット信号RSTによって初期化される前に緊急退
避処理を行うようになっている。これにより、運転中に第一の安定化電圧Ｖccや第二の安
定化電圧Ｖddが異常低下したときに、主制御回路部54や補助制御回路部55が不作動となる
前に初期化処理を行うようになっている。
【００２７】
　（２）作用・動作の説明
　次に、図１、図２のとおり構成されたこの発明の実施の形態１の車載電子制御装置につ
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いて、図３、図４で示すタイムチャートを用いて作用動作の詳細を説明する。
まず、図１、図２について概括説明を行なうと、図示しない電源スイッチが閉路されて、
電源リレーの出力接点12が閉路すると、電子制御装置10A内のマイクロプロセッサ51が動
作を開始し、車載センサ群13の動作状態と、プログラムメモリ52に予め書込まれている制
御プログラムの内容に応動して、電気負荷群14の駆動制御が行われる。
図示しない電源スイッチが開路されると電源リレーは暫時継続駆動されていて、例えば運
転中の学習情報を不揮発性のメモリに転送退避するなどの処理が完了してから、電源リレ
ーが消勢されて出力接点が開路するようになっている。電源投入時の各部の電圧の立上り
状態としては電源電圧Ｖb、実働電源電圧Ｖbb、中間電圧Ｖa、第二の定電圧制御電源40、
第一の定電圧制御電源30の順で正常電圧に到達する。電源遮断時の各部の電圧の立下がり
状態としては電源電圧Ｖb、実働電源電圧Ｖbb、中間電圧Ｖa、第一の定電圧制御電源30、
第二の定電圧制御電源40の順で電圧が減衰する。
【００２８】
　図２で示されたリセット回路80は、電源電圧Ｖb（又は実働電源電圧Ｖbb）と中間電圧
Ｖaとの電圧レベルを監視して、マイクロプロセッサ51のリセット指令とその解除を行い
、リセット指令が解除されたことによってマイクロプロセッサ51の動作が開始するように
なっている。次に、電源投入と電源遮断に対応した各部の状態を示したタイムチャートで
ある図３について説明する。
図３（Ａ）は、電源電圧Ｖbの経時特性を示していて、電源投入に伴って０Ｖから例えば
１４Ｖまで上昇し、電源遮断に伴って１４Ｖから０Ｖまで減衰する。なお、電源の投入・
遮断時の増減勾配は時間軸を拡大し誇張して表現されていて以下同様である。
図３（Ｂ）は、図２の前段比較信号COMPbの論理レベルを示していて、図３（Ａ）におけ
る電源電圧Ｖbが判定閾値電圧Ｖsb（例えば4.5Ｖ）以上となった時点で論理レベルが「Ｌ
」から「Ｈ」に変化しており、判定閾値電圧Ｖsb未満となった時点で「Ｈ」から「Ｌ」に
復帰している。
【００２９】
　図３（Ｃ）は、中間電圧Ｖaの経時特性を示していて、電源投入に伴って０Ｖから例え
ば７Ｖまで上昇し、電源遮断に伴って７Ｖから０Ｖまで減衰する。なお、中間電圧Ｖaの
立上り・立下り特性は、電源電圧Ｖbの立上り・立下り特性よりも遅れており、これは電
源コンデンサ22bや出力コンデンサ22aの影響と、中間電圧Ｖaを得るための負帰還制御の
応答性が影響している。
図３（Ｄ）は、図２の後段比較信号COMPaの論理レベルを示していて、図３（Ｃ）におけ
る中間電圧Ｖaが、第一の判定閾値電圧Ｖsa（例えば4.5Ｖ）以上となった時点で論理レベ
ルが「Ｌ」から「Ｈ」に変化しており、第二の判定閾値電圧Ｖsaa（例えば4.5-0.5＝4.0
Ｖ）未満となった時点で「Ｈ」から「Ｌ」に復帰している。
図３（Ｅ）は、図２のフリップフロップ回路81のリセット入力端子Ｒに入力された論理和
否定出力素子85の出力信号の論理レベルを示していて、図３（Ｂ）の前段比較信号COMPb
と図３（Ｄ）の後段比較信号COMPaとの、少なくともいずれか一方が論理レベル「Ｌ」で
あるときに出力論理レベルは「Ｈ」となっている。
【００３０】
　図３（Ｆ）は、図２のフリップフロップ回路81のセット入力端子Ｓに入力された後段比
較信号COMPaの論理レベルを示していて、これは図３（Ｄ）と同じものである。図３
（Ｇ）は、図２のフリップフロップ回路81のセット出力信号に相当し、マイクロプロセッ
サ51のリセット端子に入力されるリセット信号RSTの論理レベルを示していて、
これは図３（Ｅ）のリセット入力信号の反転信号と同じ論理信号となっている。
但し、実際には正常運転中に第一の定電圧制御電源30又は第二の定電圧制御電源40自体の
異常によって、第一の安定化電圧Ｖcc又は第二の安定化電圧Ｖddが異常低下すると、後段
比較信号COMPaの論理レベルは暫時「Ｈ」を維持しているにも関わらず、フリップフロッ
プ回路81はリセットされるので、図３（Ｇ）と図３（Ｅ）とが常に反転論理レベルになる
わけではない。
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【００３１】
　次に、正常運転中に電源電圧が一時的に急減して回復した場合の各部の状態を示したタ
イムチャートである図４について説明する。
図４（Ａ）は、電源電圧Ｖbが一時的にＤＣ14ＶからＤＣ6.1Ｖまで急減し、再びＤＣ14Ｖ
まで回復したことを示す電源電圧Ｖbの経時特性を示している。このような急減と回復は
例えばエンジンの始動用電動機を駆動したような場合に発生する。
図４（Ｂ）は、図４（Ａ）に対応した実働電源電圧Ｖbbの経時特性を示していて、電源電
圧ＶbがＤＣ14ＶからＤＣ6.1Ｖに急減すると、実働電源電圧ＶbbもＤＣ14ＶからＤＣ6.1
Ｖに急減するが、実働電源電圧Ｖbbにはアンダーシュートが発生して減少偏差電圧ΔＶb
（例えばＤＣ0.5Ｖ）が発生する。これは電源電圧Ｖbの急減に伴って、電源コンデンサ22
bに蓄積されていた電荷が上流側コイル21bを介して放電し、急減した電源電圧Ｖbと電源
コンデンサ22bの両端電圧が等しくなってからも、上流側コイル21bのインダクタンスの影
響で暫時は放電が持続することによって発生するものである。電源電圧Ｖbが元の電圧に
回復したときも同様であり、実働電源電圧Ｖbbはオーバシュートして増量偏差電圧が発生
する。
【００３２】
　図４（Ｃ）は、図４（Ａ）に対応した中間電圧Ｖaの経時特性を示していて、電源電圧
ＶbがＤＣ14ＶからＤＣ6.1Ｖに急減すると、中間電圧ＶaはＤＣ７ＶからＤＣ６Ｖに急減
するが、中間電圧Ｖaにはアンダーシュートが発生して減少偏差電圧ΔＶaが発生する。但
し、図４（Ｃ）の場合には、図１の逆導通抑制回路70Aが設けられておらず、開閉素子20A
がドレーン端子からソース端子の方向へ逆導通している場合を示していて、減少偏差電圧
ΔＶａは例えばＤＣ2.1Ｖとなり、アンダーシュート電圧はＤＣ3.9Ｖにまで低下している
。その結果、図２における後段比較信号COMPaの論理レベルが一時的に「Ｌ」となって、
マイクロプロセッサ51がリセットされることになる。
これは電源電圧Ｖbの急減に伴って出力コンデンサ22aに蓄積されていた電荷が下流側コイ
ル21aを介して放電し、急減した実働電源電圧Ｖbbと出力コンデンサ22aの両端電圧が等し
くなってからも、下流側コイル21aのインダクタンスの影響で暫時は放電が持続すること
によって発生するものである。電源電圧Ｖbが元の電圧に回復したときも同様であり、中
間電圧Ｖaはオーバシュートして増量偏差電圧が発生する。
【００３３】
　これに対し、図４（Ｄ）は、図４（Ｃ）と同様に中間電圧Ｖaの経時特性を示している
が、図４（Ｄ）の場合には図１の逆導通抑制回路70Aが設けられていて、開閉素子20Aがド
レーン端子からソース端子の方向へ逆導通しない場合を示している。
但し、開閉素子20Aのドレーン端子とソース端子間には、寄生ダイオードと直列抵抗を含
む寄生ダイオード回路20aが並列接続された状態になっており、開閉素子20A自体の逆導通
は阻止されていても、寄生ダイオード回路20aによる逆流電流が発生し、減少偏差電圧Δ
Ｖａは例えばＤＣ0.5Ｖとなり、アンダーシュート電圧はＤＣ5.5Ｖにまで低下している。
これは電源電圧Ｖbの急減に伴って出力コンデンサ22aに蓄積されていた電荷が下流側コイ
ル21aと寄生ダイオード回路20aとを介して放電し、急減した実働電源電圧Ｖbbと出力コン
デンサ22aの両端電圧が等しくなってからも、下流側コイル21aのインダクタンスの影響で
暫時は放電が持続することによって発生するものである。
なお、電界効果トランジスタには寄生ダイオード回路が並列接続されているので、ゲート
回路で逆導通を防止しても効果がないと思われているが、実際には図４（Ｃ）と図４（Ｄ
）で示すように歴然とした相違がある。
【００３４】
　その結果、図４（Ｄ）の場合であれば、図２における後段比較信号COMPaの論理レベル
は「Ｈ」を維持しておりマイクロプロセッサ51がリセットされることはない。電源電圧Ｖ
bが元の電圧に回復したときも同様であり、中間電圧Ｖaはオーバシュートして増量偏差電
圧が発生する。電源電圧Ｖbや中間電圧Ｖaのオーバシュートに対しては、第一の定電圧制
御電源30、第二の定電圧制御電源40によって除去されて第一安定化電圧Ｖcc、第二の安定
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化電圧Ｖddが得られるようになっている。
【００３５】
　なお、以上の説明では、開閉素子20AはＰチャンネル型の電界効果トランジスタである
として説明したが、これに代わって、Ｎチャンネル型の電界効果トランジスタに置き換え
ることが可能であることはいうまでもない。
【００３６】
　（３）実施の形態１の特徴
　以上の説明で明らかなとおり、この発明の実施形態１の車載電子制御装置は、以下のよ
うな特徴を有するものである。
【００３７】
　この発明の実施形態１の車載電子制御装置は、車載バッテリ11から給電された電源電圧
Ｖbを入力電圧として作動し、所定の中間電圧Ｖaを降圧生成するためのスイッチング電源
を構成する開閉素子20Aと、この開閉素子の後段に直列接続されて第一の安定化電圧Ｖcc
、又は第二の安定化電圧Ｖddを生成する連続制御形の第一の定電圧制御電源30、又は第二
の定電圧制御電源40と、前記第一又は第二の定電圧制御電源から給電され、少なくともマ
イクロプロセッサ51とプログラムメモリ52とＲＡＭメモリ53とを有する主制御回路部54、
又は当該主制御回路部と協働する補助制御回路部55とを包含した制御回路部50とを備えた
車載電子制御装置10Aであって、開閉素子20Aと第一又は第二の定電圧制御電源30、40との
間には、誘導性素子である下流側コイル21aが直列接続されていて、当該下流側コイルの
上流側には転流ダイオード25がグランド回路GNDとの間に接続されていると共に、下流側
には出力コンデンサ22aがグランド回路GNDとの間に接続されており、下流側コイル21aの
インダクタンスＬaと、開閉素子20Aから給電される電気負荷の負荷抵抗Ｒ0との比率であ
る誘導特定数Ｌa/Ｒ0の値は、開閉素子20Aを開閉制御する開閉周期よりも大きな値のもの
が使用されていて、開閉素子20AはＰチャンネル型又はＮチャンネル型の電界効果トラン
ジスタであって、当該電界効果トランジスタのゲート回路には、逆導通抑制回路70Aが接
続されていると共に、中間電圧Ｖaが所定値未満に低下したときに、少なくともマイクロ
プロセッサ51を初期化するためのリセット回路80を備え、電源電圧Ｖbが一時的に異常低
下したときに、出力コンデンサ22aの充電電荷が開閉素子20Aの逆導通によって上流電源側
に逆流してアンダーシュートが発生するのを抑制して、アンダーシュートによってリセッ
ト回路80がマイクロプロセッサ51の初期化を行うのを防止するように構成されている。
【００３８】
　即ち、実施の形態１による車載電子制御装置は、電源電圧の変動に伴う定電圧制御電源
の消費電力の増大を抑制するために、開閉比率が制御される開閉素子によって安定化され
た中間電圧を生成し、中間電圧が異常低下すると制御回路部に設けられたマイクロプロセ
ッサを初期化するものにおいて、開閉素子の逆導通抑制回路を備え、車載バッテリの電源
電圧が異常低下したときに、開閉素子の出力回路に設けられた出力コンデンサの充電電荷
が車載バッテリ側へ逆放電するのを抑制するようになっている。
　従って、開閉素子の出力回路に設けられた下流側コイルのインダクタンスを大きくして
下流側コイルから充電される出力コンデンサの脈動電圧を抑制することができる一方で、
下流側コイルのインダクタンスを大きくしたことに伴って、車載バッテリの電源電圧が一
時的に異常低下したときに発生する出力コンデンサの充電電圧のアンダーシュートを抑制
し、みだりにマイクロプロセッサが初期化されるのを防止しながら、脈動電圧の小さな中
間電圧が得られ、第一又は第二の定電圧制御電源を介して低消費電力で、高精度な安定化
電圧を得ることができる効果がある。
【００３９】
　また、中間電圧を得るための開閉素子が閉路駆動されているときの、電圧降下が小さく
なって、電源電圧の最小保証電圧をより低く設定することができる効果がある。
【００４０】
　また、実施の形態１の車載電子制御装置においては、開閉素子20Aと車載バッテリ11と
の間には誘導性素子である上流側コイル21bが直列接続されると共に、当該上流側コイル
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の下流側には電源コンデンサ22bがグランド回路GNDとの間に接続されていて、上流側コイ
ル21bのインダクタンスＬbは、下流側コイル21aのインダクタンスＬaよりも小さな値であ
って、電源コンデンサ22bの静電容量Ｃbは、出力コンデンサ22aの静電容量Ｃaよりも大き
な値とされ、リセット回路80は、車載バッテリ11から給電された電源電圧Ｖb、または、
電源コンデンサ22bの両端電圧である実働電源電圧Ｖbbが、所定の判定閾値電圧Ｖsb未満
となったときには、マイクロプロセッサ51に対するリセット信号RSTを発生し、判定閾値
電圧Ｖsbは、第一の定電圧制御電源30、又は第二の定電圧制御電源40が発生する第一の安
定化電圧Ｖcc、又は第二の安定化電圧Ｖddの中のどちらか高い方の安定化電圧よりも低い
電圧に設定されている。
【００４１】
　即ち、実施の形態１の車載電子制御装置においては、開閉素子の開閉動作に応じて電源
線に発生する電磁誘導ノイズを抑制するために、開閉素子の上流側に上流側コイルと電源
コンデンサとが接続され、当該上流側コイルと電源コンデンサによって発生する開閉素子
の入力電圧のアンダーシュートが、下流側コイルと出力コンデンサによって発生する中間
電圧のアンダーシュートよりも小さくなるように規制されていると共に、電源電圧及び中
間電圧が所定値未満となったときに、マイクロプロセッサを初期化する二重系のリセット
回路を備えている。
　従って、電源電圧が急減すると、リセット回路はマイクロプロセッサを直ちにリセット
し、中間電圧が漸減異常低下するとマイクロプロセッサが誤動作をする前にリセット回路
によってマイクロプロセッサがリセットされるので、第一の定電圧制御電源、第二の定電
圧制御電源の上流及び下流位置に設けられる電源保持用コンデンサの容量が小さくても、
マイクロプロセッサが誤動作せず、小型安価な電源回路を構成することができる特徴があ
る。
【００４２】
　また、実施の形態１の車載電子制御装置においては、リセット回路80は中間電圧Ｖaが
第一の判定閾値電圧Ｖsa未満であるときには、マイクロプロセッサ51を初期化するための
リセット信号RSTを発生し、中間電圧Ｖaが第一の判定閾値電圧Ｖsa以上となってリセット
信号RSTが解除された後は、第一の判定閾値電圧Ｖsaよりは小さな値である第二の判定閾
値電圧Ｖsaa＝Ｖsa－ΔＶsa未満に低下したことによって、リセット信号RSTを発生するヒ
ステリシス特性を有している。
【００４３】
　即ち、中間電圧が異常低下したことに応動するリセット回路はヒステリシス特性を有し
ており、電源電圧が減少するときには、上昇するときよりも低い電圧でリセット信号を発
生するようになっている。
　従って、電源電圧に一時的なアンダーシュートが発生した場合に、妄りにリセット信号
が発生しない特徴がある。
【００４４】
　また、実施の形態１の車載電子制御装置においては、リセット回路80における第一の判
定閾値電圧Ｖsaと、第二の判定閾値電圧Ｖsaaとの間の差分電圧ΔＶsaの値は、上流側コ
イル21bによって発生する電源電圧Ｖbのアンダーシュートによる減少偏差電圧ΔＶb以上
の値に設定されている。
【００４５】
　即ち、リセット回路に設けられた判定閾値間の差分電圧は、上流側コイルによって発生
する電源電圧のアンダーシュート電圧以上の値に設定されている。
　従って、上流側コイルと電源コンデンサによって電磁誘導ノイズの流出が抑制されると
共に、電源電圧のアンダーシュートによる異常電圧低下によってマイクロプロセッサが初
期化されるのを防止することができる特徴がある。
【００４６】
　また、実施の形態１の車載電子制御装置においては、開閉素子20Aの下流位置には補助
制御回路部55に給電する第一の定電圧制御電源30と、主制御回路部54に給電する第二の定
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電圧制御電源40とが接続され、第一の定電圧制御電源30が発生する第一の安定化電圧Ｖcc
は、第二の定電圧制御電源40が発生する第二の安定化電圧Ｖddよりも大きな値であって、
電源電圧Ｖb、又は実働電源電圧Ｖbbが異常低下したときに、リセット回路80がマイクロ
プロセッサ51に対するリセット信号を発生する判定閾値電圧Ｖsbと、中間電圧Ｖaが異常
低下したときに、リセット回路80がマイクロプロセッサ51に対するリセット信号を発生す
る第一の判定閾値電圧Ｖsaとは、いずれも第一の安定化電圧Ｖccよりは小さく、第二の安
定化電圧Ｖddよりも大きな中間値となっている。
【００４７】
　即ち、リセット回路がマイクロプロセッサに対してリセット信号を発生する電源電圧の
判定閾値と、中間電圧に対する第一の判定閾値電圧とは、いずれも第一の安定化電圧より
は小さく、第二の安定化電圧よりも大きな中間値となっていて、マイクロプロセッサは第
二の安定化電圧によって作動するようになっている。
　従って、電源電圧が急減したときは、電源電圧に対する判定閾値電圧に依存してリセッ
ト信号が発生するが、過渡的には中間電圧と第一の安定化電圧は正常値を維持しているの
でマイクロプロセッサが誤動作せず、電源電圧が漸減したときには、中間電圧に対する第
一の判定閾値電圧に依存してリセット信号が発生し、当該リセット信号の発生時点では第
二の安定化電圧は正常値を維持していて、マイクロプロセッサの誤動作が発生しない特徴
がある。
【００４８】
　また、実施の形態１の車載電子制御装置においては、開閉素子20Aは、中間電圧Ｖａに
比例した検出電圧と、所定の比較基準電圧Ｖs0との偏差積分値に応動した通電デューティ
で当該開閉素子の開閉制御を行なう負帰還通電率制御回路を備え、前記負帰還通電率制御
回路を構成する後段比較器60と、当該後段比較器に対する入力信号回路となる比較回路62
、偏差積分回路64、およびパルス幅変調制御回路61は、第一の安定化電圧Ｖccを電源電圧
として動作するのに対し、リセット回路80で使用される判定閾値電圧Ｖsbと、第一の判定
閾値電圧Ｖsa及び比較回路62に入力される比較基準電圧Ｖs0は、電源電圧Ｖb、又は実働
電源電圧Ｖbbから給電される基準電圧生成回路63によって生成されている。
【００４９】
　即ち、負帰還通電率制御回路は、第一の安定化電圧と基準電圧生成回路によって生成さ
れた基準電圧を電源として動作するとともに、リセット回路は、電源電圧又は実働電源電
圧及び中間電圧と基準電圧生成回路によって生成された基準電圧を電源として動作するよ
うになっている。
　従って、基準電圧生成回路は電源投入に伴って速やかに基準電圧を生成することができ
るので、第一の安定化電圧が正常値に到達するまでは、負帰還通電率制御回路は全通電状
態に制御することができて、速やかに出力電圧を立ち上げることができるとともに、リセ
ット回路は第一・第二の安定化電圧の状態とは無関係に動作して、電源電圧の低下時にマ
イクロプロセッサを確実にリセットすることができる特徴がある。
【００５０】
　更に、実施の形態１の車載電子制御装置においては、逆導通抑制回路70Aは車載バッテ
リ11から給電された電源電圧Ｖb、又は電源コンデンサ22bの両端電圧である実働電源電圧
Ｖbbに比例した第一の電圧Ｖ1と、出力コンデンサ22aの両端電圧である中間電圧Ｖaに比
例した第二の電圧Ｖ2とを比較して、開閉素子20Aの上流側電位が下流側電位以下になった
ことを検出して開閉素子20Aのゲート駆動回路を遮断するようになっている。
【００５１】
　即ち、中間電圧を得るための開閉素子の上流側電位が下流側電位以下になったことを検
出して、当該開閉素子の駆動回路を遮断するようになっている。
　従って、簡単な電圧比較回路によって開閉素子の逆導通の直前状態を検出して、開閉素
子が逆導通しないようになっているので、開閉素子の開閉比率制御を行なう負帰還制御回
路による開閉素子の閉路指令が無効となり、出力コンデンサの過放電によるアンダーシュ
ートの発生が抑制される特徴がある。
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【００５２】
実施の形態２．
　（１）構成と作用の説明
　この発明の実施の形態２の車載電子制御装置について、部分回路ブロック図である図５
を参照して、図１との相違点を中心にして説明する。なお、図中、図１との同一符号は、
同一又は相当部分を示している。
　図５において、密閉筐体内に収納されている車載電子制御装置10Bは、図１のものと同
様に車載バッテリ11から、電源リレーの出力接点12を介して電源電圧Ｖbとなる電源が供
給され、車載センサ群13の動作状態と、プログラムメモリ52に格納された制御プログラム
の内容に応動して、車載電気負荷群14を駆動制御するようになっている。
車載電子制御装置10Bの内部にあって、スイッチング電源を構成する開閉素子20Bは、車載
バッテリ11と、第一の定電圧制御電源30、および第二の定電圧制御電源40との間に直列接
続されていて、開閉素子20Bの上流側と下流側にはそれぞれ、誘導性素子としてのチョー
クコイルである上流側コイル21bと下流側コイル21aが直列接続され、上流側コイル21bと
下流側コイル21aの各下流端には、電源コンデンサ22bと出力コンデンサ22aとがグランド
回路GNDとの間に接続されていると共に、下流側コイル21aの上流端とグランド回路GND間
には転流ダイオード25が接続されている。
【００５３】
　開閉素子20BはＮチャンネル型の電界効果トランジスタが使用されていて、開閉素子20B
は、例えばチャージポンプ回路である昇圧回路190の出力電圧によって導通駆動制御が行
われるようになっている。昇圧回路190の出力電圧は、導通駆動トランジスタ128と駆動抵
抗27Bを介して開閉素子20Bのゲート端子に接続され、開閉素子20Bのゲート端子とソース
端子との間には、電圧制限ダイオード26Bが接続されている。ＰＮＰ型の接合トランジス
タである駆動トランジスタ128のベース端子には、駆動抵抗127Bを介して駆動トランジス
タ28が接続され、駆動トランジスタ128のエミッタ端子とベース端子との間には、開路安
定抵抗126Bが接続されている。
従って、開閉素子20Bは、駆動トランジスタ128と駆動トランジスタ28を介して負帰還通電
率制御回路を構成する後段比較器60から開閉制御され、所望の中間電圧Ｖaを生成するよ
うになっている。なお、負帰還通電率制御回路やマイクロプロセッサ51に対するリセット
回路80は、図１、図２のものと同じ制御内容となっている。
【００５４】
　開閉素子20Bのドレーン端子には電流検出抵抗74が直列接続されていて、この電流検出
抵抗74の両端電圧が所定値を超過すると、図示しない保護回路によって開閉素子20Bを強
制遮断して過電流保護動作を行うようになっている。また、電源電圧Ｖbが異常低下して
、開閉素子20Bの逆導通によって電流検出抵抗74に発生する逆方向電圧が所定値を超過す
ると、逆流検出回路75の出力論理レベルが「Ｈ」となり、ベース抵抗73を介して遮断トラ
ンジスタ72が導通駆動され、その結果、駆動トランジスタ28が不導通となって開閉素子20
Bが開路するようになっている。
なお、開閉素子20B自体が開路しても、開閉素子20Bには寄生ダイオード回路20bによる逆
流回路が構成されているため、一旦逆流が開始すると逆流検出回路75の出力は論理レベル
「Ｈ」を維持し、開閉素子20B自体は断続動作せずに継続遮断されることになる。
【００５５】
　電源電圧Ｖbが回復して中間電圧Ｖa以上の電圧になると、開閉素子20Bの逆導通状態は
解除され、逆流検出回路75の出力論理レベルは「Ｌ」に復帰する。その結果、電源電圧Ｖ
bが一時的に急減したときに発生する中間電圧Ｖaのアンダーシュートが抑制されるように
なっている。従って、図５で示す実施の形態２の車載電子制御装置も、図１の実施の形態
１のものと同様に、図３、図４で示したタイムチャートに示すとおりの動作を行うように
なっている。
　なお、以上の説明では、開閉素子20BはＮチャンネル型の電界効果トランジスタである
として説明したが、これに代わって図１で説明したようなＰチャンネル型の電界効果トラ
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ンジスタに置き換えることが可能であることはいうまでもない。
【００５６】
　（２）実施の形態２の特徴
　以上の説明で明らかなとおり、この発明の実施形態２の車載電子制御装置は、以下のよ
うな特徴を有するものである。
【００５７】
　この発明の実施形態２の車載電子制御装置は、車載バッテリ11から給電された電源電圧
Ｖbを入力電圧として作動し、所定の中間電圧Ｖaを降圧生成するためのスイッチング電源
を構成する開閉素子20Bと、この開閉素子20Bの後段に直列接続されて、第一の安定化電圧
Ｖcc又は第二の安定化電圧Ｖddを生成する連続制御形の第一の定電圧制御電源30又は第二
の定電圧制御電源40と、当該第一又は第二の定電圧制御電源から給電され、少なくともマ
イクロプロセッサ51とプログラムメモリ52とＲＡＭメモリ53とを有する主制御回路部54、
又は主制御回路部54と協働する補助制御回路部55とを包含した制御回路部50とを備えた車
載電子制御装置10Bであって、開閉素子20Bと第一の定電圧制御電源30又は第二の定電圧制
御電源40との間には、誘導性素子である下流側コイル21aが直列接続されていて、当該下
流側コイルの上流側には転流ダイオード25がグランド回路GNDとの間に接続され、下流側
には出力コンデンサ22aがグランド回路GNDとの間に接続されている。
そして、下流側コイル21aのインダクタンスＬaと開閉素子20Bから給電される電気負荷の
負荷抵抗Ｒ0との比率である誘導特定数Ｌa/Ｒ0の値は、開閉素子20Aを開閉制御する開閉
周期よりも大きな値のものが使用されていて、開閉素子20BはＮチャンネル型又はＰチャ
ンネル型の電界効果トランジスタであって、当該電界効果トランジスタのゲート回路には
、逆導通抑制回路70Bが接続されている。また、中間電圧Ｖaが所定値未満に低下した時に
、少なくともマイクロプロセッサ51を初期化するためのリセット回路80を備え、電源電圧
Ｖbが一時的に異常低下した時に、出力コンデンサ22aの充電電荷が開閉素子20Bの逆導通
によって上流電源側に逆流してアンダーシュートが発生するのを抑制して、アンダーシュ
ートによってリセット回路80がマイクロプロセッサ51の初期化を行うのを防止するように
なっている。
【００５８】
　そして、逆導通抑制回路70Bは、開閉素子20Bと直列接続された電流検出抵抗74の両端電
圧が、開閉素子20Bの逆導通による逆方向電圧を検出したことによって開閉素子20Bのゲー
ト駆動回路を遮断し、電流検出抵抗74は、正常動作中の開閉素子20Bに対する過電流遮断
制御用に使用されるようになっている。
【００５９】
　即ち、実施の形態２においては、中間電圧を得るための開閉素子に直列接続された電流
検出抵抗と、当該電流検出抵抗の両端電圧によって開閉素子の逆導通が検出されたことに
よって、当該開閉素子のゲート駆動回路を遮断するようになっている。
従って、電流検出回路を併用することによって開閉素子の逆導通状態を検出して、開閉素
子が逆導通しないようになっているので、逆導通電流が所定値以下に制限され、出力コン
デンサの過放電によるアンダーシュートの発生が抑制されると共に、開閉素子と直列接続
された電流検出抵抗を用いて開閉素子の過電流抑制制御機能を付加することができる特徴
がある。
【符号の説明】
【００６０】
　10A、10B  車載電子制御装置、　　　　　　　　GND　　グランド回路、
　11         車載バッテリ、　　　　　　　　　　La、Lb　インダクタンス、
　20A、20B  開閉素子、　　　　　　　　　　　　 R　　負荷抵抗、
　21a　下流側コイル、                          RST　リセット信号、
　21b  上流側コイル、                          Va　　中間電圧、
　22a  出力コンデンサ、                        Vb　　電源電圧、
　22b  電源コンデンサ、                        ΔVb　減少偏差電圧、
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　25   転流ダイオード、                        Vbb　 実働電源電圧、
　30   第一の定電圧制御電源、                  Vcc　　第一の安定化電圧、
　40   第二の定電圧制御電源、                  Vdd　　第二の安定化電圧、
　50   制御回路部、                            Vsa　　第一の判定閾値電圧、
　51   マイクロプロセッサ、                    Vsaa　 第二の判定閾値電圧、
　52   プログラムメモリ、                      ΔVsa　差分電圧、
　53   ＲＡＭメモリ、                          Vsb　　判定閾値電圧、
　54   主制御回路部、                          Vs0　　比較基準電圧。
　55   補助制御回路部、
　60   後段比較器（負帰還通電率制御回路）、
　61   パルス幅変調制御回路、
　62   比較回路、
　63   基準電圧生成回路、
　64   偏差積分回路、
　70A、70B    逆導通防止回路、
　74   電流検出抵抗、
　80   リセット回路。

【図１】 【図２】
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